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初めて公認心理師登録者カードを作成する方へ  

 

この手引は、初めて公認心理師登録者カード（以下、「登録者カード」という。）を申請する際に、必要な事

項を案内するものです。 

 

〇 登録者カードとは 

登録者カードは、携行可能な顔写真付きのカードについてご要望を多くいただきましたため、公認心理

師の資格登録をされている方（公認心理師登録証をお持ちの方）で希望される方を対象に、一般財団法

人公認心理師試験研修センターが本人確認の上、任意で発行するものです。 

登録者カードは、公認心理師登録証と同等の効力はありません。 

カード記載事項は、公認心理師登録簿の内容を反映します。 

※ 登録者カードは希望者に対して任意で発行するものであり、すべての公認心理師登録者が取得しな

ければならないものではありません。 

※ 公認心理師登録証をお持ちでない場合（未登録・紛失）は、事前に公認心理師登録証の交付の手続

きが必要です。カード申請の際に必要となります。 

※ 顔写真付きで本人であることが一目で分かり安心感があります。 

 

 

●申請の流れ 

（インターネット申請から郵送までのフロー図） 
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１ 書類を揃える 

 

＜申請に必要な書類一覧＞ 

以下の書類等をお手元にご準備ください。 

書類名 内容 提出方法 

公認心理師登録証 お手元にあることを確認してください。 － 

登録者カードに 

掲載する顔写真 

あらかじめスマートフォン等で撮影した写真（JPEG 等）又は

あらかじめ証明写真機等で撮影した顔写真。 

登録者カード申請システムにおける申請画面上にてその場

で撮影することも可能です。 

次の顔写真の規定に沿って行ってください。 

登録者カード 

申請システムへの 

アップロード 

本人確認書類 

顔写真入りの有効期限内の本人確認書類（運転免許証、旅券、

マイナンバーカード（マイナンバーの記載のない表面のみ）

のいずれか 

郵送（簡易書留） 

 

●顔写真の規定について 

・カラー写真（推奨） 

・正面上半身像の高さと幅の比率が概ね４：３で、画像が鮮明な写真 

・無背景（白、水色、グレー等の無地背景）のもの 

・申請者本人のみを撮影したもの 

・帽子等を外し、顔に影がなく正面を向いたもの 

・申請日前概ね６か月以内に撮影されたもの 

☆写真の詳細な規格については、次の章でご案内します。 

 

 

２ システムで申請する 

 

１ システムにログインします 

（１）ID パスワードについて 

ホームページ上の登録者カードぺージ下部に掲載しているバナーから、ログインし手続きを開始しま

す。※IDは公認心理師登録番号です。公認心理師登録証でご確認ください。 

 

 

https://www2.jccpp.or.jp/suppage/SupLoginInit.cgi?commandInit
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●パスワードが不明な場合 

 以下のチャートで確認してください。 

 

  ① 当センターのシステムに初めてログインしますか？ 

→はい。システムログイン画面上にある「登録証を受け取り後、当センターのシステムに初めて 

ログインされる方はこちらから開設申請をお願いします。」から、手続を始めてください。 

→過去にログインしたかわからない場合は、開設申請を行ってください。「多重申請です」と表示

され、先に進めない場合は、既にログイン済です。パスワードが不明な場合は②へ 

 

② システムのパスワードはご自身で設定したパスワードに変更済みです。パスワードが不明な場合   

は、ログイン画面下部の「パスワードを忘れた方はこちら」を押してパスワードを再設定してく

ださい。 

→「パスワード再設定について」のメールが届いた場合は、登録システムからパスワードを再設定

した後、カード申請システムへログインし手続へ進んでください。 

→メールが届かない場合は ③へ 

 

③ 設定したメールアドレスが使用頻度の低いものや、既に使用していない古いアドレスを登録して

いる場合があります。そちらもご確認ください。 

→パスワードが再設定できた場合はシステムへログインし手続へ進んでください。 

→確認したが届いていない/わからない場合は  ④へ 

 

④申請者のシステムログイン状況をセンターで調べます。メールアドレス（ info-

touroku@jccpp.or.jp）あてに「公認心理師登録番号、氏名、生年月日（必須事項になります）」を記

載の上、お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ システムでの申請の流れ 

(1)ホームページの登録者カードぺージ下部のバナーをクリックします。 

 

 

 

 

必要事項 書いたかな？ 

 

 

件名：システムログインについて 

（本文）私はメールアドレス・パスワード

を設定していますか？ 

公認心理師登録番号：XXXXX 

氏名：●田 ●● 

生年月日：1999 年１月１日 

 

※一例です 

https://www2.jccpp.or.jp/suppage/SupLoginInit.cgi?commandInit
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(2)リンク先のログイン画面から ID・パスワードを入力し、ログインします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ログイン後、「公認心理師登録者カード」のタブを選択します。 
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(4)黄色のシステムへ遷移しますので、再度ログインします。 

 ※(2)と同じ ID・パスワードです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ログインし、利用に関する確認事項を確認します。 

 

●本人確認のため、生年月日を入力します。 

 

●その後、本システムの使用に関する同意事項がありますので確認後、チェックを入れます。 

 

●登録者カードに記載する顔写真の撮影（又はアップロード）を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アップロード後、この枠内に写真が表示

されます。 

この枠内にマウスカーソルを置きマウス

のホイールを回すと写真の拡大・縮小が

できますので、次ページの規格を確認の

上、適切に調整し『切り取る』を 

クリック。 

 

スマートフォンの場合は、写真上に指を

2本置き、指を開いたり閉じたりするこ

とで、拡大・縮小ができますので、同様

に調整してください。 
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◆顔写真の規格について 

証明写真機等で撮影した写真のデータをアップロードすることもできます。 

その場で写真を撮ることも可能です（拡張子は JPG です。）。 

   

【適切な顔写真の画像】 

・正面上半身像の高さと幅の比率が概ね４：３で、画像が鮮明な写真（カラー写真） 

・縦 472 ピクセル、横 354 ピクセル以上の画像 

・無背景（白、水色、グレー等の無地背景 ※白推奨）のもの 

・申請者本人のみを撮影したもの 

・帽子等を外し、顔に影がなく正面を向いたもの 

・申請日前概ね６か月以内に撮影されたもの 

 

【受付できない顔写真の画像】 

・背景に人物や景色等が写っているもの 

・ピントが合っていないもの 

・高さと幅の比率がそぐわないもの 

・目を閉じているもの 

・正面を向いていないもの 

・顔や頭部が切れているもの 

・めがねのフレームや前髪等で目元が見えないもの 

・めがねのレンズに光が反射しているもの 

・帽子、マスク等を着用しているもの 

・本人確認書類の写真と照合できないもの 

・画像編集ソフト等で加工してあるもの 

 

◆写真に関する注意事項 

顔写真が規格外である等、受付できない場合は、登録システムに設定したメールアドレスあてに不備

通知等をお送りしますので、その際はご対応をお願いします。 

 

  



公認心理師登録者カード 作成の手引 

8 

 

◆適切な写真・不適切な写真の例 
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３ システムでの申請後、決済画面へ遷移します 

 ・３Dセキュア対応のクレジットカードで決済します 

   

☆決済時によくある質問 

質問 回答 

支払い方法はなにか クレジットカード払いのみでの対応となります。 

どのクレジットカードが使えるか VISA / MASTER / JCB / AMEX / DINERS がご使用いただけ

ます。 

デビットカードは使用できるか VISA / MASTER / JCB/など【ブランド】がついた、デビット

カード・プリペイドカードの場合、口座残高内・チャージ金

額内で、クレジットカード同様に使用することができます。 

 

決済エラーが出る ①３D セキュリティが設定されていないカードはご使用にな

れません。３D セキュア対応しているクレジットカードを使

用しているかご確認ください。 

②ブラウザを変えて再度お試しください。 

③複数回申請するとエラーが発生します。時間を空けて再度

お試しください。 

①～③までお試しいただきエラーになる場合は、お調べいた

しますので、メール（info-touroku@jccpp.or.jp）あてに、

「名前・登録番号・生年月日・決済エラーが出た日時」を記

載の上お問い合わせください。 
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＼簡易書留郵便／ 

３ 決済する 

・決済完了後に確認のメールが届きます。 

そのメールに、登録者カード申請のための証明書類を貼り付ける台紙をダウンロードする URL が記載

されていますので、ダウンロード後印刷し、貼付台紙に本人確認書類を貼り付けてセンターあて提出

してください。 

 ☆メールでダウンロードできる貼付台紙等 

（１）本人確認書類（写し）貼付台紙 

（２）郵送用封筒宛名ラベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 本人確認書類をセンターあて郵送する 

顔写真入りの有効期限内の本人確認書類（運転免許証、旅券、マイナンバーカード（マイナンバーの記

載のない表面のみ）のいずれかを本人確認書類貼付台紙に貼り、不着等の事故を防ぐため、センターあ

て簡易書留郵便にて送付します。簡易書留郵便の控えは、登録者カードが到着するまで保管してくださ

い。※当センターへの書類の到着は、簡易書留番号の控えによりご自身で行ってください。 

センターへ書類が到着後、センターにて、書類の審査を行います。 

 

カード到着までお待ちください。 

 

 

この添付台紙と宛名ラベルを 

使用してセンターあてに送付します 

ダウンロードしてご使用ください 


